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毎週水曜、区役所本庁舎および豊洲特別出張所(豊洲2-2-18豊洲シビックセンター3階)の窓口時間を午後7時まで延長しています。
取り扱い業務の詳細については各担当窓口へご確認ください。

こ
れ
か
ら
始
ま
る
台
風
シ
ー
ズ
ン

は
︑
豪
雨
な
ど
に
よ
る
災
害
リ
ス
ク

が
高
ま
る
出
水
期
と
な
り
ま
す
︒

近
年
台
風
等
に
よ
る
記
録
的
な
大

雨
で
︑
日
本
各
地
に
甚
大
な
被
害
が

発
生
し
て
お
り
︑
一
昨
年
の

月
に

10

発
生
し
た
台
風
第

号
の
際
に
は
︑

19

荒
川
の
水
位
上
昇
に
よ
り
︑
氾は

ん

濫ら
ん

の

恐
れ
が
高
ま
っ
た
た
め
︑
区
東
部
の

地
域
に
避
難
勧
告
を
発
令
し
ま
し
た
︒

大
雨
に
よ
る
避
難
勧
告
は
︑
本
区

で
は
初
め
て
の
事
で
あ
り
ま
し
た
が
︑

本
年
�
月
の
災
害
対
策
基
本
法
の
改

正
に
よ
り
︑
こ
れ
ま
で
の
﹁
避
難
勧

告
﹂
が
廃
止
さ
れ
︑﹁
避
難
指
示
﹂
に

一
本
化
さ
れ
ま
し
た
︒

今
後
は
︑
こ
れ
ま
で
の
避
難
勧
告

の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
避
難
指
示
が
発
令

さ
れ
ま
す
︒
避
難
指
示
が
発
令
さ
れ

た
ら
︑
危
険
な
場
所
か
ら
必
ず
避
難

を
し
て
下
さ
い
︒

た
だ
し
︑﹁
避
難
﹂
と
は
﹁
難
﹂
を

﹁
避
﹂
け
る
こ
と
で
あ
り
︑
避
難
所

に
行
く
こ
と
だ
け
が
避
難
で
は
あ
り

ま
せ
ん
︒
大
雨
・
洪
水
等
の
恐
れ
に

よ
る
避
難
指
示
の
際
︑
想
定
さ
れ
る

浸
水
深
よ
り
居
室
が
高
い
場
合
等
で
︑

自
宅
で
の
安
全
が
確
保
で
き
る
場
合

に
は
︑
避
難
所
の
感
染
症
対
策
の
観

点
か
ら
も
︑
自
宅
に
留
ま
る
﹁
在
宅

避
難
﹂
の
検
討
を
お
願
い
し
ま
す
︒

な
お
︑
在
宅
で
安
全
を
確
保
す
る

に
は
︑
区
が
全
戸
配
布
し
た
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
で
の
浸
水
深
や
浸
水
継
続

時
間
の
確
認
と
と
も
に
︑
日
頃
か
ら

の
備
え
と
し
て
︑
水
・
食
料
の
他
︑

携
帯
ト
イ
レ
・
マ
ス
ク
・
消
毒
液
・

生
理
用
品
等
の
衛
生
用
品
の
備
蓄
が

必
須
で
す
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
備
蓄

品
は
︑
避
難
所
へ
の
避
難
と
な
っ
た

際
に
も
必
ず
携
行
し
て
下
さ
い
︒

こ
う
し
た
区
民
一
人
ひ
と
り
の
自

助
の
取
り
組
み
が
︑
区
の
公
助
・
地

域
の
共
助
と
合
わ
さ
り
︑
災
害
時
に

大
き
な
効
果
を
発
揮
し
ま
す
︒

自
分
と
家
族
の
命
を
守
る
た
め
︑

各
々
が
来
る
べ
き
災
害
に
備
え
て
い

き
ま
し
ょ
う
︒

自
分
と
家
族
の
命
を
守
る
た
め

経
済
的
な
理
由
で
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
︑
納
付
を

全
額
ま
た
は
一
部
免
除
︑
あ
る
い
は

猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
︒
�

月
�
日
︵
木
︶
か
ら
︑
�
月
分
～
令

和
�
年
�
月
分
の
申
請
を
受
付
し
ま

す
︒
申
請
し
て
承
認
を
受
け
る
と
︑

こ
の
期
間
は
年
金
受
給
資
格
期
間
と

し
て
算
定
さ
れ
ま
す
が
︑
受
給
金
額

は
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
と

比
べ
る
と
減
額
に
な
り
ま
す
︒
な
お
︑

免
除
承
認
期
間
中
の
保
険
料
は

年
10

以
内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
納
付
す
る
こ

と
が
可
能
で
す
︒
﹁
免
除
﹂
は
本
人
︑

配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
︑
﹁
納
付
猶

予
﹂
は

歳
未
満
の
方
が
対
象
で
︑

50

本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
昨
年
中
の
所

得
に
よ
り
日
本
年
金
機
構
が
審
査
し

ま
す
︒
な
お
︑
失
業
を
理
由
と
し
た

免
除
・
納
付
猶
予
申
請
を
さ
れ
る
場

合
は
審
査
基
準
に
特
例
が
あ
り
ま
す

の
で
︑
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

や
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
等
の
書

類
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
︒

ま
た
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
で
︑
令
和
�
年
�
月
以

降
に
所
得
が
相
当
程
度
ま
で
下
が
っ

た
方
は
︑
別
途
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

受
付
は
江
東
年
金
事
務
所
︵
亀
戸

�
︱

︱

�
︶
お
よ
び
区
民
課
年
金

16

係
︵
区
役
所
隣
防
災
セ
ン
タ
ー
�
階

番
︶
︑
各
出
張
所
︑
豊
洲
特
別
出
張

20

所
で
行
っ
て
い
ま
す
︒
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
入

り
の
住
民
票
の
写
し
︑
本
人
確
認
書

類
︑
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番

号
が
確
認
で
き
る
も
の
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
︒
郵
送
で
の
受
付
も
可
能
で

す
︒
必
要
書
類
を
江
東
年
金
事
務
所

・
区
民
課
年
金
係
へ
ご
郵
送
く
だ
さ

い
︒
郵
送
に
つ
い
て
の
詳
細
は
︑
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
︑

お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
︒

▢問
区
民
課
年
金
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
方
︑
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ

ー
ビ
ス
事
業
対
象
者
に
︑
�
月
�
日

か
ら
の
ご
自
身
の
負
担
割
合
が
何
割

か
を
示
し
た
﹁
負
担
割
合
証
﹂
を
�

月

日
︵
月
︶
に
発
送
し
ま
す
︒

12
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
サ
ー

65
ビ
ス
利
用
者
負
担
割
合
は
︑
一
定
以

上
の
所
得
︵
本
人
の
合
計
所
得
金
額

が
�
�
�
万
円
以
上
で
︑
年
金
収
入

＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
が
単
身

世
帯
で
�
�
�
万
円
以
上
︑
�
人
以

上
世
帯
で
�
�
�
万
円
以
上
︶
が
あ

る
方
は
�
割
︑
そ
れ
以
外
の
方
は
�

割
ま
た
は
�
割
と
な
り
ま
す
︒

※
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に

よ
る
負
担
上
限
が
あ
る
た
め
︑
�
割

対
象
者
す
べ
て
が
�
倍
の
負
担
に
な

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

※
過
去
に
介
護
保
険
料
の
未
納
期
間

が
あ
る
方
は
︑
負
担
割
合
証
に
記
載

す
る
割
合
に
か
か
わ
ら
ず
︑
自
己
負

担
分
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
︒

▢問
介
護
保
険
課
給
付
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

介
護
保
険
課
資
格
保
険
料
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

�
月
�
日
に
書
面
開
催
さ
れ
た
青

少
年
問
題
協
議
会
に
お
い
て
︑
令
和

�
年
度
青
少
年
夏
季
育
成
プ
ラ
ン
が

策
定
さ
れ
ま
し
た
︒
こ
の
プ
ラ
ン
は
︑

夏
季
期
間
に
お
い
て
重
点
的
に
取
り

組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
こ
と
を
主
に

家
庭
や
地
域
に
提
案
す
る
も
の
で
す
︒

プ
ラ
ン
に
は
︑
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

等
の
利
用
に
関
す
る
ル
ー
ル
づ
く
り

の
指
針
や
︑
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
こ

ど
も
・
若
者
の
体
力
の
向
上
や
心
身

の
健
全
育
成
を
図
る
こ
と
な
ど
が
盛

り
込
ま
れ
て
い
ま
す
︒
全
文
は
︑
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
︒

▢問
青
少
年
課
青
少
年
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
は
同
じ

月
に
支
払
っ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用

者
負
担
の
合
計
が
高
額
に
な
り
︑
一

定
額
を
超
え
た
と
き
は
︑
申
請
に
よ

り
超
え
た
分
が
払
い
戻
さ
れ
る
制
度

で
す
︒
�
月
か
ら
世
帯
内
に
課
税
所

得
�
�
�
万
円
以
上
の
第
�
号
被
保

険
者
が
い
る
方
の
負
担
の
上
限
が
︑

課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
年
収
に
よ
っ

て
引
き
上
げ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
︒
※
年
収
約
�
�
�
万
円
未
満
の

場
合
︑
上
限
額
は
�
�
︑
�
�
�
円
︒

年
収
約
�
�
�
万
円
以
上
約
�
︑
�

�
�
万
円
未
満
の
場
合
︑
上
限
額
は

�
�
︑
�
�
�
円
︒
年
収
約
�
︑
�
�

�
万
円
以
上
の
場
合
︑
上
限
額
は
�

�
�
︑
�
�
�
円

▢問
介
護
保
険
課
給
付
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

※1 『合計所得金額』とは、収入金額から必要経費を控除
した金額のことで扶養控除や医療費控除などの所得
控除をする前の金額です。

※2 同一世帯の第1号被保険者の年金収入＋その他の合
計所得金額の合計額が、単身で280万円、2人以上の
世帯で346万円未満の場合、1割負担になります。ま
た単身で280万円以上340万円未満の場合、2人以上
の世帯で346万円以上463万円未満の場合、2割負担
になります。(｢その他の合計所得金額｣とは合計所
得金額から公的年金所得を除いた額です。)

※3 合計所得金額が160万円以上でも、同一世帯の第1号
被保険者の年金収入＋その他の合計所得金額の合計
額が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円に満
たない場合、1割負担になります。

本人の合計所得金額

(※1)が220万円以上

本人の合計所得金額

が160万円以上220万

円未満

○本人の合計所得

金額が160万円未満

○住民税非課税者

○生活保護受給者

第2号被保険者

(40〜64歳)

第
�
号
被
保
険
者
(

歳
以
上
)

65

3割負担

(※2)

2割負担

(※3)

1割負担

※申請日から2年1か月前までさかのぼって申請することができます

免除・納付猶予申請書の受付場所

令和元年7月分〜令和2年6月分

令和3年7月分〜令和4年6月分

〇

令和元年6月分

7／1(木)〜
31(土)

区民課
年金係

免除申請を行う期間申請日

×
〇

令和元年7月分〜令和2年6月分

8／1(日)以降

〇

×

豊洲特別
出張所・
各出張所

令和2年7月分〜令和3年6月分

〇

江東
年金
事務所

〇
令和2年7月分〜令和3年6月分

令和3年7月分〜令和4年6月分

〇

44,400円
(世帯)

令和3年7月ま
での負担の上
限(月額)

※｢世帯｣とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負
担の合計の上限額を指し、｢個人｣とは、介護サービスを利用したご本人の負担
の上限額を指します。

世帯全員が住民税非
課税で老齢福祉年金
を受給されている方
等

第1段階

第4段階のうち、世帯
内に課税所得145万円
以上の第1号被保険者
がいる方

第5段階

対象となる方

15,000円(個人)

年収約770万円以
上約1,160万円未
満の方

年収約1,160万円
以上の方

令和3年8月からの負担の上限
(月額)

93,000円
(世帯)

140,100円
(世帯)

15,000円
(個人)

第3段階

24,600円(世帯)
24,600円
(世帯)

合計所得金額と課
税年金収入額の合
計が年額80万円以
下の方等

第2段階

15,000円(個人)
15,000円
(個人)

44,400円(世帯)
44,400円
(世帯)

下記第1〜3段階以外
の方

第4段階

24,600円(世帯)
24,600円
(世帯)

世帯全員が住民税非
課税の方

44,400円
(世帯)

年収約383万円以
上約770万円未満
の方




